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令和５年 12 月 19 日（火） 第 4 7 5 号 
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入 札 説 明 書 

 

 

 

＜入札事項名＞ 

 

鹿児島県有施設その 5（20 施設）で使用する電気 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒890-8577 

鹿児島市鴨池新町 10 番１号 

鹿児島県出納局管財課 

電話番号 099-286-3800 



入 札 説 明 書 

 

鹿児島県有施設その 5（20 施設）で使用する電気の購入に係る一般競争入札については，関

係法令に定めるもののほか，この入札説明書によるものとする。 

 

１ 入札公告日      令和５年 12 月 19 日（火） 

 

２ 入札執行者      鹿児島県知事 塩田 康一 

 

３ 契約担当課      鹿児島県出納局管財課 

住  所 〒890-8577 鹿児島県鹿児島市鴨池新町 10 番１号 

電話番号 099-286-3800 

F A X 番 号 099-286-5641 

 

４ 入札に付する事項 

  件  名      鹿児島県有施設その 5（20 施設）で使用する電気 

（別紙「対象施設一覧表」のとおり） 

  内  容      「各施設の仕様書」のとおり 

 

５ 入札に参加する者に必要な資格 

入札に参加する者は，次に掲げる条件をすべて満たすものとする。 

  物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱（昭和 52 年鹿児島県告示第 166 号）第

３条第３項の規定により入札参加資格を有すると決定された者であって，当該資格を入札

書の提出期限の時点で有するものであること。 

  入札書の提出期限の時点で物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱第２条第１

項各号のいずれにも該当しない者であること。 

  電気事業法（昭和 39 年法律第 170 号）第２条第１項第３号に規定する小売電気事業者

であること。 

  供給開始日から送電をすることが可能である者であること。 

 

６ 入札参加資格の確認に関する事項 

上記５の資格を有することを確認するため，入札参加資格確認申請書及び確認資料並びに

84 円切手を貼付した返信用封筒（定型長３）を提出すること。 

  受付期間 令和５年 12 月 19 日（火）から令和６年１月 30 日(火）までのそれぞれの

日（県の休日を除く。）の午前８時 30 分から午後５時 15 分までとする。 

  受付場所 鹿児島県出納局管財課庁舎管理第二係 

住  所 〒890-8577 鹿児島市鴨池新町 10 番１号 

電話番号 099-286-3798 

F A X 番 号 099-286-5641 

  確認する資料 

ア 物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱に基づく入札参加資格審査の結果通

知書 

イ 電気事業法第２条第１項第３号の登録を受けている者であることを証する書類 

ウ 供給開始日から送電をすることが可能である者であることを証する書類 

（詳細については，「資格に係る詳細事項」のとおり） 

エ 別紙１に掲げる電力の調達に係る環境配慮における評価報告書 

（評価基準は，別紙２のとおり） 



  入札参加資格確認申請書に係る結果通知は，令和６年２月６日（火）までに入札参加資

格確認通知書により通知する。 

 

７ 入札説明会 

 入札説明会は行わない。 

 

８ 入札説明書等に対する質疑応答及び閲覧 

入札説明書等に対する質問は，文書により次の受付場所に持参し，または郵送により行う

ものとする。 

また，質問に対する回答書については，閲覧及び鹿児島県ホームページ掲載により行うも

のとする。 

  質問書受付場所 前記３に同じ 

  質問書受付期限 令和６年１月 12 日（金）午後５時まで 

  回答書閲覧場所 前記３に同じ 

  回答書閲覧期間 令和６年１月 18 日（木）から令和６年２月６日（火）までのそれぞ

れの日（県の休日を除く。）の午前９時から午後５時までとする。 

 

９ 入札書の記載 

  見積金額は，各施設の契約電力に係る基本料金，使用電力量に係る使用電力料金及び

調整料金（各割引等）の総額とする。 

見積金額の 110 分の 100 に相当する金額を参考総価比較額とする。 

なお，「電気料金総価内訳書」（様式１）にその積算内訳として，契約電力に係わる

基本料金，使用電力量に係る使用電力量料金及びその他割引料金等の各契約希望単価

（課税事業者にあっては消費税及び地方消費税を含むものとする。）を乗じて計算した

金額を記載すること。 

電気料金総価内訳書に記載する各単価に１銭未満の端数があるときは，その端数金額を

切り捨てるものとし，割引率又は加算率があるときは，少数点以下４位未満の端数を切り

捨てるものとする。 

ただし，入札書に記載する金額は，参考総価比較額とする。 

また，力率調整については，基本料金に含めるものとする。 

⑵ 落札決定に当たっては，入札書に記載された入札金額に 100 分の 10 に相当する額を加

算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは，その端数金額を切り捨てるものと

する。）をもって落札価格とする。 

 

10 入札 

入札に参加する者は，入札書を直接持参又は郵便若しくは信書便（配達を証明することが

できる郵便又は信書便とし，提出期限内に必着とする。）により，次のとおり提出すること。 

  入札書の提出期限  令和６年２月 13 日(火) 正午まで 

  入札書の提出場所  鹿児島県出納局管財課庁舎管理第二係 

〒890-8577 鹿児島市鴨池新町 10 番１号 

  入札書は，直接提出する場合は封書に入れ密封し，かつ，その封皮に氏名（法人の場合

はその名称または商号）及び「令和６年２月 14 日開封〔鹿児島県有施設その 5（20 施設）

で使用する電気〕の入札書在中」と朱書きし，郵便又は信書便による入札の場合は二重封

筒とし，入札書を中封筒に入れ密封の上，当該中封筒の封皮には直接提出する場合と同様

に氏名等を朱書きし，外封筒の封皮には「令和６年２月 14 日開封〔鹿児島県有施設その 5

（20 施設）で使用する電気〕の入札書在中」と朱書きしなければならない。 

  入札参加者は，代理人をして入札させるときは，委任状を提出しなければならない。 

  入札者又はその代理人は，提出した入札書の書換え，引替え，又は撤回をすることが

できない。 



  入札者又はその代理人が，相連合し又は不穏の挙動をする等の場合で，競争入札を公正に

執行することができない状態にあると認めたときは，当該入札を延期し，又はこれを中止す

ることがある。 

 

11 最低制限価格 

設定しない。 

 

12 入札保証金 

契約しようとする総価額の 100 分の５以上の金額（現金に代え，政府の保証のある債券，

契約担当者が確実と認める金融機関が振出し若しくは支払保証した小切手，契約担当者が確

実と認める金融機関が引受け，又は保証し若しくは裏書きした手形又は郵便為替証書でも可）

を入札書の提出期限までに納付すること。ただし，次の 又は のいずれかに該当するとき

は，入札保証金の納付が免除される。 

なお，入札保証金は，入札終了後還付する。ただし，落札者には，契約締結後還付する。 

  入札に参加しようとする者が入札保証金以上の金額につき，保険会社との間に県を被保

険者とする入札保証保険契約を締結し，当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出した

とき。なお，保証期間は，入札日から契約締結日までとすること。 

  入札に参加しようとする者が，過去２箇年の間に国（独立行政法人を含む。）又は地方

公共団体とこの入札に付する事項と種類及び規模をおおむね同じくする事項に係る契約

を２回以上にわたって締結し，かつ，これらをすべて誠実に履行したことを証する書面を

提出したとき。（その者が落札した場合において，今回の契約を締結しないこととなるお

それがないと認められるときに限る。） 

 

13 契約保証金 

免除する。 

 

14 開札 

  開札は，入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。この場合において，入

札者又はその代理人が立ち会わないときは，当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせ

て行う。 

  開札日時及び場所 

日時  令和６年２月 14 日(水) 午前 11 時 30 分から 

場所  鹿児島県庁（行政庁舎１階）管財課入札室 

 

15 入札の無効 

次の から までのいずれかに該当する入札は，無効とする。 

  入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札 

  ２以上の入札書（代理人として提出する入札書を含む。）による入札 

  入札金額が加除訂正されている入札書による入札 

  入札要件の判明できない入札書，入札金額以外の記載事項の訂正に押印のない入札書又

は入札者の押印のない入札書による入札 

  記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記載した入札書による

入札 

  民法（明治 29 年法律第 89 号）第 95 条に規定する錯誤による入札であると入札執行者

が認めた場合の入札 

  入札保証金の納付がない場合又は納入金額が過少の場合の入札 

  その他入札に関する条件に違反したと認められる者のした入札 

 

 



16 落札者の決定の方法 

  有効な入札書を提出した者で，予定価格の制限の範囲内で最低価格となる入札金額をも

って申し込みをしたものを落札者とする。 

  落札となるべき同価の入札をした者が２者以上あるときは，直ちに当該入札者にくじを

引かせ，落札者を決定するものとする。この場合において，当該入札者のうち開札に立ち

あわない者，又はくじを引かない者があるときは，これに代えて当該入札事務に関係のな

い職員にくじをひかせるものとする。 

  契約は，電気料金総価内訳書に記載されている基本料金の単価，使用電力量料金の単価

及び割引料金の単価等の金額で行うものとする。 

 

17 落札者がない場合の処置 

開札をした場合において落札者がないときは，地方自治法施行令第 167 条の８第４項の規

定により再度の入札をすることができる。この場合において，再度の入札は，入札者又はそ

の代理人のすべてが立ち会っている場合においては直ちにその場で，郵便又は信書便入札を

含む場合にあっては別に定める日時，場所において行う。 

 

18 支払条件 

  落札者は，各施設の需要地を管轄する一般送配電事業者が，毎月末日の 24 時に計量器

に記録された値を読みとり，計量した使用電力量（前月の計量から当月の計量までの使用

電力量をいう。）を受領し，その値を県（各施設）に通知するものとする。 

  県（各施設）の検収後，落札者の定める任意の様式による請求書により，電気料金の支

払いを県（各施設）に請求するものとする。 

  県（各施設）は， の請求があったときは，請求書を受理した日から起算して 30 日以

内に支払わなければならないものとする。 

 

19 契約書作成 

  落札者は，落札の通知を受けた日から起算して５日以内に契約の案を提出しなければな

らない。 

  落札者が前項の期間内に契約の案を提出しないときは，その落札は効力を失う。 

 

20 異議の申立て 

入札した者は，入札後，入札説明書，仕様書，契約書式等についての不明を理由として異

議を申し立てることはできない。 

 

21 その他 

  入札参加者は，契約書及び仕様書を熟読のうえ，入札しなければならない。 

  契約書，仕様書は次の機関で配布するものとする。 

前記３に同じ 

  契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は，日本語及び日本通貨に限る。 

  この調達は，世界貿易機関（ＷＴＯ）に基づく政府調達に関する協定の適用を受ける。 

  この入札に係る契約は，令和６年４月１日（月）に確定する。 

  その他詳細不明な点については，鹿児島県出納局管財課に照会すること。 

 



入札参加資格確認申請書 

 

令和 年 月 日 

 

鹿児島県知事 塩田 康一 殿 

 

 

住 所 

商号及び名称 

代 表 者 氏 名                  印 

 

 

令和５年 12 月 19 日付けで入札公告のありました鹿児島県有施設その 5（20 施設）で使用す

る電気の購入に係る入札参加資格について確認を受けたいので，下記の書類を添えて申請しま

す。 

なお，下記１に掲げる資格要件にすべて該当する者であること，さらに添付書類の内容につ

いては事実と相違ないことを誓約します  

 

記 

 

 

１ 入札に参加する者に必要な資格 

 

⑴ 物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱（昭和 52 年鹿児島県告示第 166 号）第

３条第３項の規定により入札参加資格を有すると決定された者であって，当該資格を入

札書の提出期限の時点で有するものであること。 

 

⑵ 入札書の提出期限の時点で物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱第２条第１

項各号のいずれにも該当しない者であること。 

 

⑶ 電気事業法（昭和 39 年法律第 170 号）第２条の２の登録を受けている者であること。 

 

⑷ 供給開始日から送電をすることが可能である者であること。 

 

 

２ 添付書類 

 

⑴ 物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱に基づく入札参加資格審査の結果通知書 

 

⑵ 電気事業法第２条の２の登録を受けている者であることを証する書類 

 

⑶ 供給開始日から送電をすることが可能である者であることを証する書類 

 

⑷ 別紙１に掲げる電力の調達に係る環境配慮における評価報告書 

 

  



管第     号 

令和 年 月 日 

 

 

 

商号又は名称 

代表者名               様 

 

 

 

鹿児島県知事 塩田 康一 

 

 

 

入札参加資格確認審査の結果について（通知） 

 

 

 

先に提出された入札参加資格確認申請書を審査した結果について，下記のとおり通知します。 

 

 

 

記 

 

 

 

１ 入札件名     鹿児島県有施設その 5（20 施設）で使用する電気 

 

２ 判  定         合 格  ・  不合格 

 

※ 不合格の理由 

 

 

 

なお，この確認申請をした日から入札日までの間で，当該入札の参加資格に関する事項に変

更が生じた場合は，変更内容を記した変更届に，変更事項を証明できる書類を添えて，遅滞な

く届け出て下さい。 

  



 

入 札 保 証 金 納 付 書 

 

第   号 

 

     

 

 

 一 金 

 

 

  

ただし，鹿児島県有施設その 5（20 施設）で使用する電気に係る入札 

保証金 

 

現 金 

その他  証 券 名 

記号番号 

額面金額 

 

上記のとおり納付します。 

年  月  日 

契約担当者 

鹿児島県知事 塩田 康一 殿 

納入者 住 所 

 

氏 名                印 

 

入 札 保 証 金 領 収 書 

第   号 

 

 

 

 一 金 

 

 

  

ただし，鹿児島県有施設その 5（20 施設）で使用する電気に係る入札 

保証金 

 

現 金 

その他  証 券 名 

記号番号 

額面金額 

 

上記のとおり領収しました。 

年  月  日 

 

出納員等 

氏 名                    印 

 

取扱者                   印 

 

 

殿 

 

  



 

 

                     入 札 保 証 金 還 付 請 求 書 

 

                                                                    第   号 

 

     

 

 

 一 金 

 

 

  

            ただし，鹿児島県有施設その 5（20 施設）で使用する電気に係る入札 

     保証金 

 

       現 金 

       その他  証 券 名 

            記号番号 

            額面金額 

 

   上記の入札保証金の還付を請求します。 

      年  月  日 

  契約担当者 

    鹿児島県知事 塩田 康一 殿 

                                    住 所 

 

                   氏 名                印  

 

 

             

    上記のとおり領収しました。 

     

 

          年  月  日 

 

      

      出納員等 

      

                               殿 

      

 

                   住 所    

    

                   氏 名                              印 

 

    

 

    

 

 



 

 

入   札   書  

 

     入 札 事 項  ：  鹿 児 島 県 有 施 設 そ の 5（ 20 施 設 ） で 使 用 す る 電 気  

 

 

     参 考 総 価 比 較 額  

 

     一 金  

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   上 記 の と お り 入 札 し ま す 。  

 

    令 和   年   月   日  

 

    契 約 担 当 者   

          鹿 児 島 県 知 事  塩 田  康 一  殿  

 

               住  所  

 

                            氏  名                 印  

 

注    入 札 金 額 は ， 見 積 も っ た 契 約 金 額 の  110 分 の 100 に 相 当 す る 金 額 を 記  

  載 す る も の と す る 。  

     令 和   年   月   日 上 記 入 札 金 額 の 100 分 の 110 に 相 当  

    す る 金 額 で 落 札 決 定 通 知                    印  



 

 

 

資格に係る詳細事項 

 

 

 入札に参加する者に必要な資格にある「供給開始日から送電をすることが可能である者」で

あることを示す資料とは，概ね次のとおりです。 

 

 

 記述内容  全体的な供給開始日までの流れ（日程表） 

 

 詳  細  ① 本件に係る電源の確保状況 

       ② 九州電力との接続供給に係る諸手続の状況 

       ③ 給電運用に係る諸手続の状況 

       ④ 計量器関係の工事計画 

 

 

※注１ 上記において，既に交付を受けている書類があれば，関係書類の写しを添付すること。 

※注２ 九州電力株式会社及び現在本県と需給契約を締結している小売電気事業者は，上記以

外の内容も認めます。 

 



(様式1)

調整
料金

契約
電力

kW (A)

単価
円/kW
(B)

基本料金(円)
(A)×(B)×12
月×0.85　①

区分
使用

電力量
kWh

単価
円／kWh

年間電力
使用料金

円

電力使用料
年間合計
(円)　②

詳細
別紙
③

夏季 52,247

その他季 98,344

夏季 29,544

その他季 63,930

夏季 91,679

その他季 195,152

夏季 26,493

その他季 54,308

夏季 86,192

その他季 155,551

夏季 105,433

その他季 190,225

夏季 108,182

その他季 210,170

夏季 55,315

その他季 121,874

夏季 64,552

その他季 159,991

夏季 36,751

その他季 102,180

夏季 125,733

その他季 252,402

夏季 79,031

その他季 137,349

夏季休日 12,461

その他季休日 26,796

夏季平日 22,708

その他季平日 47,129

夏季 64,541

その他季 121,785

夏季 44,188

その他季 92,011

夏季 72,167

その他季 213,860

夏季 48,533

その他季 119,610

ピーク 4,250

夏季昼間 15,050

その他季昼間 46,527

夜間 50,283

夏季 69,333

その他季 194,476

夏季 97,221

その他季 289,312

見積金額

南薩特別支援学
校

112

南薩少年自然の
家

90

参考総価比較額
（入札金額）

参考総価比較額（入札金額）=見積金額×100÷110(小数点以下切り上げ)

鹿児島盲学校 184

大口高等学校 82

鹿児島東高等学
校

173

鹿児島聾学校 138

志布志高等学校 114

県立博物館 82

指宿高等学校 118

武岡台高等学校 239

霧島高等学校 105

出水高等学校 153

薩南工業高等学
校

128

国分高等学校 211

伊集院高等学校 232

隼人工業高等学
校

174

南大隅高等学校 65

曽於高等学校 196

串木野高等学校 62

鹿児島県有施設その５（20施設)で使用する電気
（電気料金総価内訳書）

施設名

基本料金（力率100％）　 電力使用料金 合計金額
(基本料金)①＋

(電力量料金)②＋
(調整料金)③

備考

頴娃高等学校 118



対象施設一覧

【別紙】

番号 施　設　名 年間使用量 契約電力

1 頴娃高等学校 150,591 118

2 串木野高等学校 93,474 62

3 曽於高等学校 286,831 196

4 南大隅高等学校 80,801 65

5 隼人工業高等学校 241,743 174

6 伊集院高等学校 295,658 232

7 国分高等学校 318,352 211

8 薩南工業高等学校 177,189 128

9 出水高等学校 224,543 153

10 霧島高等学校 138,931 105

11 武岡台高等学校 378,135 239

12 指宿高等学校 216,380 118

13 県立博物館 109,094 82

14 志布志高等学校 186,326 114

15 大口高等学校 136,199 82

16 鹿児島聾学校 286,027 138

17 南薩特別支援学校 168,143 112

18 南薩少年自然の家 116,110 90

19 鹿児島東高等学校 263,809 173

20 鹿児島盲学校 386,533 184

4,254,869 2,776合　　計

件名：鹿児島県有施設その５（20施設）で使用する電気



別紙１ 

電力の調達に係る環境配慮における評価報告書 

 

年  月  日 

鹿児島県知事 塩田 康一 あて 

住所 

                      商号又は名称 

                      代表者氏名 

 

電力の調達に係る環境配慮評価基準により算定した評価点等を下記のとおり報告し

ます。 

 なお，この報告書及び添付書類の全ての記載事項は事実と相違ないことを誓約します。 

 

記 

 

１ 電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報の開示方法 

開 示 方 法 番号 添付資料 

①ホームページ  ②パンフレット ③チラシ 

④その他（             ） 
 

開示状況がわ

かる書類 

 

２ 令和３年度の状況 

 
基 本 項 目 

自社の 

基準値 
点数 添付資料 

① 令和３年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係

数（単位：kg-CO2/kWh）   
 

② 令和３年度の未利用エネルギー活用状況   
算出根拠とな

る書類 

③ 令和３年度の再生可能エネルギー導入状況   
算出根拠とな

る書類 

 

 
加 点 項 目 

取組の

有無 
点数 添付資料 

④ 
需要家に対する省エネルギーに関する情報

提供，簡易的なディマンド・リスポンスの

取組 

  通知等の写し 

⑤ 地域における持続的な再生可能エネルギー

電気の創出・利用に向けた取組 
  通知等の写し 

  

①～⑤の合計点数  
 

 



別紙２ 

 

電力の調達に係る環境配慮評価基準 

 

１．条件 

（１） 電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報を開示（※１）しており、かつ、①令和3年度 1kWh

当たりの二酸化炭素排出係数、②令和3年度の未利用エネルギー活用状況、③令和3年度の再

生可能エネルギーの導入状況、④省エネに係る情報提供、簡易的DRの取組、地域における再

エネの創出・利用の取組の４項目に係る数値を以下の表に当てはめる。 

 

要素 区分 得点 

①令和3年度１kWh 当たりの二

酸化炭素排出係数（単位：

kg-CO2/kWh） 

0.000 以上 0.375 未満 70 

0.375 以上 0.400 未満 65 

0.400 以上 0.425 未満 60 

0.425 以上 0.450 未満 55 

0.450 以上 0.475 未満 50 

0.475 以上 0.500 未満 45 

0.500 以上 0.525 未満 40 

0.525 以上 0.550 未満 35 

0.550 以上 0.575 未満 30 

0.575 以上 0.600 未満 25 

0.600以上 0 

②令和3年度の未利用エネルギ

ー活用状況 

0.675% 以上 10 

0％超 0.675％未満  5 

活用していない  0 

③令和3年度の再生可能エネル

ギー導入状況 

8.00％以上 20 

5.00％以上 8.00％未満 15 

2.50％以上 5.00％未満 10 

0％超 2.50％未満  5 

活用していない  0 

④⑤省エネに係る情報提供、簡

易的DRの取組 

地域における再エネの創

出・利用の取組 

取り組んでいる  5 

取り組んでいない 

 0 

（注）各用語の定義は，表「各用語の定義」を参照。 

※１ 経済産業省「電力の小売営業に関する指針」（最新版を参照）に示された電源構成等の算定

や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。ただし、新たに電力の供給に参入

した小売電気事業者であって、電源構成を開示していない者は、事業開始日から１年間に限

って開示予定時期（事業開始日から１年以内に限る。）を明示することにより、適切に開示

したものとみなす。 

 

 

 

  



２．添付書類等 

・確認関係書類として，１（１）の条件を満たすことを示す書類及びその根拠を示す書類を添付

すること。 

表 各用語の定義 

用語 定義 

① 令和3年度 

1kWh当たりの二

酸化炭素排出係

数 

「令和3年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数」は、次の数値とする。  

 地球温暖化対策推進法に基づき、環境大臣及び経済産業大臣により公表さ

れている令和3年度の事業者全体の調整後二酸化炭素排出係数。 

なお、メニュー別係数を公表している小売電気事業者等で令和3年度の事業

者全体の調整後二酸化炭素排出係数が公表されていない場合は、当該事業者が

自ら検証・公表した調整後排出係数を用いることができるものとする。 

②令和3年度 

の未利用エネルギ

ー活用状況 

未利用エネルギーの有効活用の観点から，令和3年度における未利用エネル

ギーの活用比率を使用する。算出方法は，以下のとおり。 

 

令和3年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端）（kWh）を令和3年

度の供給電力量（需要端）（kWh）で除した数値 

 

（算定方式） 

 

令和3年度の未利用エネルギーの活用状況(％) = 令和3年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)
令和3年度の供給電力量（需要端）

× 100 
 

１．未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネル

ギーに該当しないものと混燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギ

ーによる発電量を算出する。  

①未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方

の実測による燃焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按

分する。  

②未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用

エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率

から未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算

出し、当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発

電分とする。  

２．未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー（他社電

力購入に係る活用分を含む。ただし、インバランス供給を受けた電力に含ま

れる未利用エネルギー活用分については含まない。）をいう。 

①工場等の廃熱又は排圧 

②廃棄物の燃焼に伴い発生する熱（「電気事業者による再生可能エネルギー

電気の調達に関する特別措置法（平成23年法律第108 号）（以 下「FIT 法」

という。）第二条第４項において定める再生可能エネルギーに該当するも

のを除く。） 

③高炉ガス又は副生ガス 

３．令和3年度の未利用エネルギーによる発電電力量には他小売電気事業者へ

の販売分は含まない 

４．令和3年度の供給電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。 

 

 

 



③令和3年度の再生

エネルギーの導入

状況 

再生可能エネルギーの導入状況は以下の算定式によるもの 

 

（算定方式） 

令和3年度の再生可能エネルギーの導入状況(%)＝①+②+③+④+⑤+⑥⑦ × 100 
① 令和3年度自社施設で発生した再生可能エネルギー電気の利用量であっ

て、当該電気に係る非化石証書を自社で無効化（償却）することにより

環境価値を有するもの（送電端（kWh)） 

② 令和3年度他者より購入した再生可能エネルギー電気の利用量であっ

て、当該電気に係る非化石証書を自社で無効化（償却）することにより

環境価値を有するもの（送電端(kWh)) 

③ グリーンエネルギーCO2 削減相当量認証制度 により所内消費分の電力

に由来するものとして認証されたグリーンエネルギーCO2 削減相当量

に相当するグリーンエネルギー の電力量（kWh） 

④ J－クレジット制度 により認証された再生可能エネルギー電気由来ク

レジットの電力相当量（kWh） 

⑤ 非化石価値取引市場から調達した固定価格買取制度による再生可能エ

ネルギー電気に係る非化石証書の量（kWh） 

⑥ 非化石価値取引市場から調達した再生可能エネルギー電気であること

が判別できる 非FIT 非化石証書の量（kWh）（ただし、電源情報等を明

らかにするトラッキング実証の対象であり、再生可能エネルギー電気に

由来することが判別できる非FIT 非化石証書に限る。） 

⑦ 令和3年度の供給電力量（需要端(kWh)） 

 

１．再生可能エネルギーとは，FIT 法第二条第４項に定められる再生可能エネ

ルギー源を用いる発電設備による電気を対象とし，太陽光、風力、水力

（30,000kW未満、ただし、揚水発電は含まない）、地熱、バイオマスを用い

て発電された電気とする。（ただし、インバランス供給を受けた電力に含ま

れる再生可能エネルギー電気については含まない。） 

２．令和3年度の再生可能エネルギー電気の利用量（①＋②＋③＋④＋⑤+⑥）

は，令和3年度の小売電気事業者の調整後排出係数算定に用いたものに限り，

他小売電気事業者への販売分は含まない。 

３．令和3年度の供給電力量（⑦）には他小売電気事業者への販売分は含まな

い。 



④⑤省エネに係る情

報提供、簡易的

DRの取組 

地域における再

エネの創出・利

用の取組 

需要家の省エネルギーの促進、電力圧迫時における使用量抑制等に資する観

点及び地域における再生可能エネルギー電気の導入拡大に資する観点から評

価する。  

 具体的な評価内容として、  

・需要家の設定した使用電力を超過した場合に通知する仕組みを有している

こと  

・需給逼迫時等において供給側からの要請に応じ、電力使用抑制に協力した

需要家に対し経済的な優遇措置を実施すること  

・地産地消の再生可能エネルギーに関する再エネ電力メニューを設定してい

ること  

・発電所の指定が可能な再エネ電力メニューを設定していること 

例えば、需要家の使用電力量の推移等をホームページ上で閲覧可能にするこ

と、需要家が設定した最大使用電力を超過した場合に通知を行うこと、電力逼

迫時等に電気事業者側からの要請に応じ、電力の使用抑制に協力した需要家に

対して電力料金の優遇を行う等があげられる。  

なお、本項目は個別の需要者に対する省エネルギー・地域における再生可能

エネルギーに関する効果的な情報提供の働きかけを評価するものであり、不特

定多数を対象としたホームページ等における情報提供や、毎月の検針結果等、

通常の使用電力量の通知等は評価対象とはならない。 

 



１ 件名

２ 仕様

⑴ 供給場所

⑵ 用途

⑶ 電力供給条件
ア
イ
ウ
エ
オ
カ

⑷ 契約電力及び予定使用電力量
ア

イ

ウ

⑸ 供給期間

⑹ 電力量の検針
ア
イ

⑺ 供給地点

⑻ 計量地点

⑼ 電気工作物の財産分界点

⑽ 保安上の責任分界点

⑾ その他

・発注者の求めに応じて，供給期間内における対象施設の使用電力量等を提供
すること。

118
　供給開始後の契約電力は，その１ヶ月の最大需要電力と前１１ヶ月の最大
需要電力のいずれか，大きい値により決定する。

150,591

100

あり

　なお，入札価格の算定にあたっては，力率は１００％とし，燃料費調整単価
及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基
づく賦課金は考慮しないこと。

力率 ％

令和６年４月１日から令和７年３月31日まで

自動検針装置
電力会社の検針の方法

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

交流３相３線方式
6,000Ｖ

自動検針

・力率の変動，その他の要因による電気料金の調整及び契約書に定めのないそ
の他の供給条件については，九州地区の旧一般電気事業者が定める標準供給条
件並びに選択供給条件による。

一回線受電方式
業務用電力A-1
九州電力（株）

60Ｈｚ

旧一般電気事業者供給時の契約種別
現在の電力需給契約者

予定契約電力 ｋＷ

ｋＷｈ予定使用電力量
（令和４年度使用実績。別紙１参照）

仕　　　様　　　書

頴娃高等学校

南九州市頴娃町牧之内2000番地

電力供給

小・中・高等学校

供給電気方式
標準電圧
標準周波数
受電方式



別紙１
頴娃高等学校

予定使用電力量及び契約電力

使用量
夏季

使用量
その他季

R４年４月 9,998

R４年５月 10,155

R４年６月 12,910

R４年７月 18,881

R４年８月 15,941

R４年９月 17,425

R４年１０月 11,403

R４年１１月 9,883

R４年１２月 11,893

R５年１月 12,364

R５年２月 10,439

R５年３月 9,299

合計（KWH) 52,247 98,344

年間予定使用
電力量合計（KWH) 150,591

予定契約電力
(令和５年７月契約電力)

令和４年度
最大契約電力 125 118

※令和４年度実績値を採用

電力量（KWH）



１ 件名

２ 仕様

⑴ 供給場所

⑵ 用途

⑶ 電力供給条件
ア
イ
ウ
エ
オ
カ

⑷ 契約電力及び予定使用電力量
ア

イ

ウ

⑸ 供給期間

⑹ 電力量の検針
ア
イ

⑺ 供給地点

⑻ 計量地点

⑼ 電気工作物の財産分界点

⑽ 保安上の責任分界点

⑾ その他

・発注者の求めに応じて，供給期間内における対象施設の使用電力量等を提供
すること。

62
　供給開始後の契約電力は，その１ヶ月の最大需要電力と前１１ヶ月の最大
需要電力のいずれか，大きい値により決定する。

93,474

100

あり

　なお，入札価格の算定にあたっては，力率は１００％とし，燃料費調整単価
及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基
づく賦課金は考慮しないこと。

力率 ％

令和６年４月１日から令和７年３月31日まで

自動検針装置
電力会社の検針の方法

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

交流３相３線方式
6,000Ｖ

自動検針

・力率の変動，その他の要因による電気料金の調整及び契約書に定めのないそ
の他の供給条件については，九州地区の旧一般電気事業者が定める標準供給条
件並びに選択供給条件による。

一回線受電方式
業務用電力A-1
九州電力（株）

60Ｈｚ

旧一般電気事業者供給時の契約種別
現在の電力需給契約者

予定契約電力 ｋＷ

ｋＷｈ予定使用電力量
（令和４年度使用実績。別紙１参照）

仕　　　様　　　書

串木野高等学校

いちき串木野市美住町６５

電力供給

小・中・高等学校

供給電気方式
標準電圧
標準周波数
受電方式



別紙１
串木野高等学校

予定使用電力量及び契約電力

使用量
夏季

使用量
その他季

R４年４月 6,368

R４年５月 6,076

R４年６月 7,882

R４年７月 10,465

R４年８月 8,412

R４年９月 10,667

R４年１０月 7,742

R４年１１月 6,753

R４年１２月 8,197

R５年１月 8,095

R５年２月 7,013

R５年３月 5,804

合計（KWH) 29,544 63,930

年間予定使用
電力量合計（KWH) 93,474

予定契約電力
(令和５年７月契約電力)

令和４年度
最大契約電力 62 62

※令和４年度実績値を採用

電力量（KWH）



１ 件名

２ 仕様

⑴ 供給場所

⑵ 用途

⑶ 電力供給条件
ア
イ
ウ
エ
オ
カ

⑷ 契約電力及び予定使用電力量
ア

イ

ウ

⑸ 供給期間

⑹ 電力量の検針
ア
イ

⑺ 供給地点

⑻ 計量地点

⑼ 電気工作物の財産分界点

⑽ 保安上の責任分界点

⑾ その他

・発注者の求めに応じて，供給期間内における対象施設の使用電力量等を提供
すること。

196
　供給開始後の契約電力は，その１ヶ月の最大需要電力と前１１ヶ月の最大
需要電力のいずれか，大きい値により決定する。

286,831

100

あり

　なお，入札価格の算定にあたっては，力率は１００％とし，燃料費調整単価
及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基
づく賦課金は考慮しないこと。

力率 ％

令和６年４月１日から令和７年３月31日まで

自動検針装置
電力会社の検針の方法

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

交流３相３線方式
6,000Ｖ

自動検針

・力率の変動，その他の要因による電気料金の調整及び契約書に定めのないそ
の他の供給条件については，九州地区の旧一般電気事業者が定める標準供給条
件並びに選択供給条件による。

一回線受電方式
業務用電力A-1
(株)ワット

60Ｈｚ

旧一般電気事業者供給時の契約種別
現在の電力需給契約者

予定契約電力 ｋＷ

ｋＷｈ予定使用電力量
（令和４年度使用実績。別紙１参照）

仕　　　様　　　書

曽於高等学校

曽於市末吉町二之方６０８０

電力供給

小・中・高等学校

供給電気方式
標準電圧
標準周波数
受電方式



別紙１
曽於高等学校

予定使用電力量及び契約電力

使用量
夏季

使用量
その他季

R４年４月 17,919

R４年５月 18,589

R４年６月 25,004

R４年７月 33,959

R４年８月 26,561

R４年９月 31,159

R４年１０月 19,531

R４年１１月 18,463

R４年１２月 28,359

R５年１月 28,007

R５年２月 21,591

R５年３月 17,689

合計（KWH) 91,679 195,152

年間予定使用
電力量合計（KWH) 286,831

予定契約電力
(令和５年７月契約電力)

令和４年度
最大契約電力 196 196

※令和４年度実績値を採用

電力量（KWH）



１ 件名

２ 仕様

⑴ 供給場所

⑵ 用途

⑶ 電力供給条件
ア
イ
ウ
エ
オ
カ

⑷ 契約電力及び予定使用電力量
ア

イ

ウ

⑸ 供給期間

⑹ 電力量の検針
ア
イ

⑺ 供給地点

⑻ 計量地点

⑼ 電気工作物の財産分界点

⑽ 保安上の責任分界点

⑾ その他

・発注者の求めに応じて，供給期間内における対象施設の使用電力量等を提供
すること。

65
　供給開始後の契約電力は，その１ヶ月の最大需要電力と前１１ヶ月の最大
需要電力のいずれか，大きい値により決定する。

80,801

100

あり

　なお，入札価格の算定にあたっては，力率は１００％とし，燃料費調整単価
及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基
づく賦課金は考慮しないこと。

力率 ％

令和６年４月１日から令和７年３月31日まで

自動検針装置
電力会社の検針の方法

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

交流３相３線方式
6,000Ｖ

自動検針

・力率の変動，その他の要因による電気料金の調整及び契約書に定めのないそ
の他の供給条件については，九州地区の旧一般電気事業者が定める標準供給条
件並びに選択供給条件による。

一回線受電方式
業務用電力A-1
(株)ワット

60Ｈｚ

旧一般電気事業者供給時の契約種別
現在の電力需給契約者

予定契約電力 ｋＷ

ｋＷｈ予定使用電力量
（令和４年度使用実績。別紙１参照）

仕　　　様　　　書

南大隅高等学校

肝属郡南大隅町根占川北４１３

電力供給

小・中・高等学校

供給電気方式
標準電圧
標準周波数
受電方式



別紙１
南大隅高等学校

予定使用電力量及び契約電力

使用量
夏季

使用量
その他季

R４年４月 6,161

R４年５月 6,317

R４年６月 6,548

R４年７月 9,458

R４年８月 8,588

R４年９月 8,447

R４年１０月 5,708

R４年１１月 6,064

R４年１２月 6,086

R５年１月 6,540

R５年２月 5,236

R５年３月 5,648

合計（KWH) 26,493 54,308

年間予定使用
電力量合計（KWH) 80,801

予定契約電力
(令和５年７月契約電力)

令和４年度
最大契約電力 65 65

※令和４年度実績値を採用

電力量（KWH）



１ 件名

２ 仕様

⑴ 供給場所

⑵ 用途

⑶ 電力供給条件
ア
イ
ウ
エ
オ
カ

⑷ 契約電力及び予定使用電力量
ア

イ

ウ

⑸ 供給期間

⑹ 電力量の検針
ア
イ

⑺ 供給地点

⑻ 計量地点

⑼ 電気工作物の財産分界点

⑽ 保安上の責任分界点

⑾ その他

・発注者の求めに応じて，供給期間内における対象施設の使用電力量等を提供
すること。

174
　供給開始後の契約電力は，その１ヶ月の最大需要電力と前１１ヶ月の最大
需要電力のいずれか，大きい値により決定する。

241,743

100

あり

　なお，入札価格の算定にあたっては，力率は１００％とし，燃料費調整単価
及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基
づく賦課金は考慮しないこと。

力率 ％

令和６年４月１日から令和７年３月31日まで

自動検針装置
電力会社の検針の方法

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

交流３相３線方式
6,000Ｖ

自動検針

・力率の変動，その他の要因による電気料金の調整及び契約書に定めのないそ
の他の供給条件については，九州地区の旧一般電気事業者が定める標準供給条
件並びに選択供給条件による。

一回線受電方式
業務用電力A

九州電力（株）

60Ｈｚ

旧一般電気事業者供給時の契約種別
現在の電力需給契約者

予定契約電力 ｋＷ

ｋＷｈ予定使用電力量
（令和４年度使用実績。別紙１参照）

仕　　　様　　　書

隼人工業高等学校

霧島市隼人町内山田１丁目６－２０

電力供給

小・中・高等学校

供給電気方式
標準電圧
標準周波数
受電方式



別紙１
隼人工業高等学校

予定使用電力量及び契約電力

使用量
夏季

使用量
その他季

R４年４月 14,709

R４年５月 15,278

R４年６月 22,604

R４年７月 30,949

R４年８月 25,278

R４年９月 29,965

R４年１０月 18,112

R４年１１月 15,926

R４年１２月 18,427

R５年１月 19,348

R５年２月 17,018

R５年３月 14,129

合計（KWH) 86,192 155,551

年間予定使用
電力量合計（KWH) 241,743

予定契約電力
(令和５年７月契約電力)

令和４年度
最大契約電力 174 174

※令和４年度実績値を採用

電力量（KWH）



１ 件名

２ 仕様

⑴ 供給場所

⑵ 用途

⑶ 電力供給条件
ア
イ
ウ
エ
オ
カ

⑷ 契約電力及び予定使用電力量
ア

イ

ウ

⑸ 供給期間

⑹ 電力量の検針
ア
イ

⑺ 供給地点

⑻ 計量地点

⑼ 電気工作物の財産分界点

⑽ 保安上の責任分界点

⑾ その他

・発注者の求めに応じて，供給期間内における対象施設の使用電力量等を提供
すること。

232
　供給開始後の契約電力は，その１ヶ月の最大需要電力と前１１ヶ月の最大
需要電力のいずれか，大きい値により決定する。

295,658

100

あり

　なお，入札価格の算定にあたっては，力率は１００％とし，燃料費調整単価
及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基
づく賦課金は考慮しないこと。

力率 ％

令和６年４月１日から令和７年３月31日まで

自動検針装置
電力会社の検針の方法

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

交流３相３線方式
6,000Ｖ

自動検針

・力率の変動，その他の要因による電気料金の調整及び契約書に定めのないそ
の他の供給条件については，九州地区の旧一般電気事業者が定める標準供給条
件並びに選択供給条件による。

一回線受電方式
業務用電力A-1
九州電力（株）

60Ｈｚ

旧一般電気事業者供給時の契約種別
現在の電力需給契約者

予定契約電力 ｋＷ

ｋＷｈ予定使用電力量
（令和４年度使用実績。別紙１参照）

仕　　　様　　　書

伊集院高等学校

日置市伊集院町郡１９８４番地

電力供給

小・中・高等学校

供給電気方式
標準電圧
標準周波数
受電方式



別紙１
伊集院高等学校

予定使用電力量及び契約電力

使用量
夏季

使用量
その他季

R４年４月 17,378

R４年５月 18,624

R４年６月 24,848

R４年７月 39,914

R４年８月 28,450

R４年９月 37,069

R４年１０月 18,982

R４年１１月 15,499

R４年１２月 26,698

R５年１月 28,627

R５年２月 23,448

R５年３月 16,121

合計（KWH) 105,433 190,225

年間予定使用
電力量合計（KWH) 295,658

予定契約電力
(令和５年７月契約電力)

令和４年度
最大契約電力 295 232

※令和４年度実績値を採用

電力量（KWH）



１ 件名

２ 仕様

⑴ 供給場所

⑵ 用途

⑶ 電力供給条件
ア
イ
ウ
エ
オ
カ

⑷ 契約電力及び予定使用電力量
ア

イ

ウ

⑸ 供給期間

⑹ 電力量の検針
ア
イ

⑺ 供給地点

⑻ 計量地点

⑼ 電気工作物の財産分界点

⑽ 保安上の責任分界点

⑾ その他

・発注者の求めに応じて，供給期間内における対象施設の使用電力量等を提供
すること。

211
　供給開始後の契約電力は，その１ヶ月の最大需要電力と前１１ヶ月の最大
需要電力のいずれか，大きい値により決定する。

318,352

100

あり

　なお，入札価格の算定にあたっては，力率は１００％とし，燃料費調整単価
及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基
づく賦課金は考慮しないこと。

力率 ％

令和６年４月１日から令和７年３月31日まで

自動検針装置
電力会社の検針の方法

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

交流３相３線方式
6,000Ｖ

自動検針

・力率の変動，その他の要因による電気料金の調整及び契約書に定めのないそ
の他の供給条件については，九州地区の旧一般電気事業者が定める標準供給条
件並びに選択供給条件による。

一回線受電方式
業務用電力A

九州電力（株）

60Ｈｚ

旧一般電気事業者供給時の契約種別
現在の電力需給契約者

予定契約電力 ｋＷ

ｋＷｈ予定使用電力量
（令和４年度使用実績。別紙１参照）

仕　　　様　　　書

国分高等学校

霧島市国分中央二丁目８番１号

電力供給

小・中・高等学校

供給電気方式
標準電圧
標準周波数
受電方式



別紙１
国分高等学校

予定使用電力量及び契約電力

使用量
夏季

使用量
その他季

R４年４月 18,506

R４年５月 19,488

R４年６月 26,642

R４年７月 41,906

R４年８月 29,585

R４年９月 36,691

R４年１０月 23,534

R４年１１月 19,792

R４年１２月 29,360

R５年１月 27,587

R５年２月 25,465

R５年３月 19,796

合計（KWH) 108,182 210,170

年間予定使用
電力量合計（KWH) 318,352

予定契約電力
(令和５年７月契約電力)

令和４年度
最大契約電力 214 211

※令和４年度実績値を採用

電力量（KWH）



１ 件名

２ 仕様

⑴ 供給場所

⑵ 用途

⑶ 電力供給条件
ア
イ
ウ
エ
オ
カ

⑷ 契約電力及び予定使用電力量
ア

イ

ウ

⑸ 供給期間

⑹ 電力量の検針
ア
イ

⑺ 供給地点

⑻ 計量地点

⑼ 電気工作物の財産分界点

⑽ 保安上の責任分界点

⑾ その他

・発注者の求めに応じて，供給期間内における対象施設の使用電力量等を提供
すること。

128
　供給開始後の契約電力は，その１ヶ月の最大需要電力と前１１ヶ月の最大
需要電力のいずれか，大きい値により決定する。

177,189

100

あり

　なお，入札価格の算定にあたっては，力率は１００％とし，燃料費調整単価
及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基
づく賦課金は考慮しないこと。

力率 ％

令和６年４月１日から令和７年３月31日まで

自動検針装置
電力会社の検針の方法

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

交流３相３線方式
6,000Ｖ

自動検針

・力率の変動，その他の要因による電気料金の調整及び契約書に定めのないそ
の他の供給条件については，九州地区の旧一般電気事業者が定める標準供給条
件並びに選択供給条件による。

一回線受電方式
業務用電力A-1
九州電力（株）

60Ｈｚ

旧一般電気事業者供給時の契約種別
現在の電力需給契約者

予定契約電力 ｋＷ

ｋＷｈ予定使用電力量
（令和４年度使用実績。別紙１参照）

仕　　　様　　　書

薩南工業高等学校

南九州市知覧町郡５２３２番地

電力供給

小・中・高等学校

供給電気方式
標準電圧
標準周波数
受電方式



別紙１
薩南工業高等学校

予定使用電力量及び契約電力

使用量
夏季

使用量
その他季

R４年４月 11,984

R４年５月 12,842

R４年６月 15,858

R４年７月 19,174

R４年８月 17,698

R４年９月 18,443

R４年１０月 12,634

R４年１１月 11,951

R４年１２月 15,256

R５年１月 16,792

R５年２月 13,823

R５年３月 10,734

合計（KWH) 55,315 121,874

年間予定使用
電力量合計（KWH) 177,189

予定契約電力
(令和５年７月契約電力)

令和４年度
最大契約電力 149 128

※令和４年度実績値を採用

電力量（KWH）



１ 件名

２ 仕様

⑴ 供給場所

⑵ 用途

⑶ 電力供給条件
ア
イ
ウ
エ
オ
カ

⑷ 契約電力及び予定使用電力量
ア

イ

ウ

⑸ 供給期間

⑹ 電力量の検針
ア
イ

⑺ 供給地点

⑻ 計量地点

⑼ 電気工作物の財産分界点

⑽ 保安上の責任分界点

⑾ その他

・発注者の求めに応じて，供給期間内における対象施設の使用電力量等を提供
すること。

153
　供給開始後の契約電力は，その１ヶ月の最大需要電力と前１１ヶ月の最大
需要電力のいずれか，大きい値により決定する。

224,543

100

あり

　なお，入札価格の算定にあたっては，力率は１００％とし，燃料費調整単価
及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基
づく賦課金は考慮しないこと。

力率 ％

令和６年４月１日から令和７年３月31日まで

自動検針装置
電力会社の検針の方法

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

交流３相３線方式
6,000Ｖ

自動検針

・力率の変動，その他の要因による電気料金の調整及び契約書に定めのないそ
の他の供給条件については，九州地区の旧一般電気事業者が定める標準供給条
件並びに選択供給条件による。

一回線受電方式
業務用電力A

九州電力（株）

60Ｈｚ

旧一般電気事業者供給時の契約種別
現在の電力需給契約者

予定契約電力 ｋＷ

ｋＷｈ予定使用電力量
（令和４年度使用実績。別紙１参照）

仕　　　様　　　書

出水高等学校

出水市西出水町1700番地

電力供給

小・中・高等学校

供給電気方式
標準電圧
標準周波数
受電方式



別紙１
出水高等学校

予定使用電力量及び契約電力

使用量
夏季

使用量
その他季

R４年４月 14,159

R４年５月 15,464

R４年６月 17,280

R４年７月 25,263

R４年８月 19,075

R４年９月 20,214

R４年１０月 16,020

R４年１１月 14,075

R４年１２月 23,008

R５年１月 24,294

R５年２月 20,351

R５年３月 15,340

合計（KWH) 64,552 159,991

年間予定使用
電力量合計（KWH) 224,543

予定契約電力
(令和５年７月契約電力)

令和４年度
最大契約電力 157 153

※令和４年度実績値を採用

電力量（KWH）



１ 件名

２ 仕様

⑴ 供給場所

⑵ 用途

⑶ 電力供給条件
ア
イ
ウ
エ
オ
カ

⑷ 契約電力及び予定使用電力量
ア

イ

ウ

⑸ 供給期間

⑹ 電力量の検針
ア
イ

⑺ 供給地点

⑻ 計量地点

⑼ 電気工作物の財産分界点

⑽ 保安上の責任分界点

⑾ その他

・発注者の求めに応じて，供給期間内における対象施設の使用電力量等を提供
すること。

105
　供給開始後の契約電力は，その１ヶ月の最大需要電力と前１１ヶ月の最大
需要電力のいずれか，大きい値により決定する。

138,931

100

あり

　なお，入札価格の算定にあたっては，力率は１００％とし，燃料費調整単価
及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基
づく賦課金は考慮しないこと。

力率 ％

令和６年４月１日から令和７年３月31日まで

自動検針装置
電力会社の検針の方法

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

交流３相３線方式
6,000Ｖ

自動検針

・力率の変動，その他の要因による電気料金の調整及び契約書に定めのないそ
の他の供給条件については，九州地区の旧一般電気事業者が定める標準供給条
件並びに選択供給条件による。

一回線受電方式
業務用電力A

九州電力（株）

60Ｈｚ

旧一般電気事業者供給時の契約種別
現在の電力需給契約者

予定契約電力 ｋＷ

ｋＷｈ予定使用電力量
（令和４年度使用実績。別紙１参照）

仕　　　様　　　書

霧島高等学校

霧島市牧園町宿窪田３３０番地５

電力供給

小・中・高等学校

供給電気方式
標準電圧
標準周波数
受電方式



別紙１
霧島高等学校

予定使用電力量及び契約電力

使用量
夏季

使用量
その他季

R４年４月 9,465

R４年５月 10,051

R４年６月 11,490

R４年７月 13,279

R４年８月 10,655

R４年９月 12,817

R４年１０月 10,450

R４年１１月 10,409

R４年１２月 13,894

R５年１月 14,339

R５年２月 12,107

R５年３月 9,975

合計（KWH) 36,751 102,180

年間予定使用
電力量合計（KWH) 138,931

予定契約電力
(令和５年７月契約電力)

令和４年度
最大契約電力 105 105

※令和４年度実績値を採用

電力量（KWH）



１ 件名

２ 仕様

⑴ 供給場所

⑵ 用途

⑶ 電力供給条件
ア
イ
ウ
エ
オ
カ

⑷ 契約電力及び予定使用電力量
ア

イ

ウ

⑸ 供給期間

⑹ 電力量の検針
ア
イ

⑺ 供給地点

⑻ 計量地点

⑼ 電気工作物の財産分界点

⑽ 保安上の責任分界点

⑾ その他

・発注者の求めに応じて，供給期間内における対象施設の使用電力量等を提供
すること。

239
　供給開始後の契約電力は，その１ヶ月の最大需要電力と前１１ヶ月の最大
需要電力のいずれか，大きい値により決定する。

378,135

100

あり

　なお，入札価格の算定にあたっては，力率は１００％とし，燃料費調整単価
及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基
づく賦課金は考慮しないこと。

力率 ％

令和６年４月１日から令和７年３月31日まで

自動検針装置
電力会社の検針の方法

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

交流３相３線方式
6,000Ｖ

自動検針

・力率の変動，その他の要因による電気料金の調整及び契約書に定めのないそ
の他の供給条件については，九州地区の旧一般電気事業者が定める標準供給条
件並びに選択供給条件による。

一回線受電方式
業務用電力A

九州電力（株）

60Ｈｚ

旧一般電気事業者供給時の契約種別
現在の電力需給契約者

予定契約電力 ｋＷ

ｋＷｈ予定使用電力量
（令和４年度使用実績。別紙１参照）

仕　　　様　　　書

武岡台高等学校

鹿児島市小野町３１７５番地

電力供給

小・中・高等学校

供給電気方式
標準電圧
標準周波数
受電方式



別紙１
武岡台高等学校

予定使用電力量及び契約電力

使用量
夏季

使用量
その他季

R４年４月 21,412

R４年５月 25,637

R４年６月 31,204

R４年７月 50,637

R４年８月 37,640

R４年９月 37,456

R４年１０月 26,717

R４年１１月 24,448

R４年１２月 32,060

R５年１月 38,747

R５年２月 32,024

R５年３月 20,153

合計（KWH) 125,733 252,402

年間予定使用
電力量合計（KWH) 378,135

予定契約電力
(令和５年７月契約電力)

令和４年度
最大契約電力 244 239

※令和４年度実績値を採用

電力量（KWH）



１ 件名

２ 仕様

⑴ 供給場所

⑵ 用途

⑶ 電力供給条件
ア
イ
ウ
エ
オ
カ

⑷ 契約電力及び予定使用電力量
ア

イ

ウ

⑸ 供給期間

⑹ 電力量の検針
ア
イ

⑺ 供給地点

⑻ 計量地点

⑼ 電気工作物の財産分界点

⑽ 保安上の責任分界点

⑾ その他

・発注者の求めに応じて，供給期間内における対象施設の使用電力量等を提供
すること。

118
　供給開始後の契約電力は，その１ヶ月の最大需要電力と前１１ヶ月の最大
需要電力のいずれか，大きい値により決定する。

216,380

100

あり

　なお，入札価格の算定にあたっては，力率は１００％とし，燃料費調整単価
及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基
づく賦課金は考慮しないこと。

力率 ％

令和６年４月１日から令和７年３月31日まで

自動検針装置
電力会社の検針の方法

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

交流３相３線方式
6,000Ｖ

自動検針

・力率の変動，その他の要因による電気料金の調整及び契約書に定めのないそ
の他の供給条件については，九州地区の旧一般電気事業者が定める標準供給条
件並びに選択供給条件による。

一回線受電方式
業務用電力A

九州電力（株）

60Ｈｚ

旧一般電気事業者供給時の契約種別
現在の電力需給契約者

予定契約電力 ｋＷ

ｋＷｈ予定使用電力量
（令和４年度使用実績。別紙１参照）

仕　　　様　　　書

指宿高等学校

指宿市十町２３６

電力供給

小・中・高等学校

供給電気方式
標準電圧
標準周波数
受電方式



別紙１
指宿高等学校

予定使用電力量及び契約電力

使用量
夏季

使用量
その他季

R４年４月 11,732

R４年５月 12,562

R４年６月 17,316

R４年７月 29,521

R４年８月 24,012

R４年９月 25,498

R４年１０月 14,154

R４年１１月 11,973

R４年１２月 21,150

R５年１月 20,856

R５年２月 15,847

R５年３月 11,759

合計（KWH) 79,031 137,349

年間予定使用
電力量合計（KWH) 216,380

予定契約電力
(令和５年７月契約電力)

令和４年度
最大契約電力 121 118

※令和４年度実績値を採用

電力量（KWH）



１ 件名

２ 仕様

⑴ 供給場所

⑵ 用途

⑶ 電力供給条件
ア
イ
ウ
エ
オ
カ

⑷ 契約電力及び予定使用電力量
ア

イ

ウ

⑸ 供給期間

⑹ 電力量の検針
ア
イ

⑺ 供給地点

⑻ 計量地点

⑼ 電気工作物の財産分界点

⑽ 保安上の責任分界点

⑾ その他

・発注者の求めに応じて，供給期間内における対象施設の使用電力量等を提供
すること。

82
　供給開始後の契約電力は，その１ヶ月の最大需要電力と前１１ヶ月の最大
需要電力のいずれか，大きい値により決定する。

109,094

100

あり

　なお，入札価格の算定にあたっては，力率は１００％とし，燃料費調整単価
及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基
づく賦課金は考慮しないこと。

力率 ％

令和６年４月１日から令和７年３月31日まで

自動検針装置
電力会社の検針の方法

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

交流３相３線方式
6,000Ｖ

自動検針

・力率の変動，その他の要因による電気料金の調整及び契約書に定めのないそ
の他の供給条件については，九州地区の旧一般電気事業者が定める標準供給条
件並びに選択供給条件による。

一回線受電方式
業務用休日エコノミー電力A

九州電力（株）

60Ｈｚ

旧一般電気事業者供給時の契約種別
現在の電力需給契約者

予定契約電力 ｋＷ

ｋＷｈ予定使用電力量
（令和４年度使用実績。別紙１参照）

仕　　　様　　　書

県立博物館

鹿児島市城山町１番１号

電力供給

博物館

供給電気方式
標準電圧
標準周波数
受電方式



別紙１
県立博物館

予定使用電力量及び契約電力

使用量
夏季
休日

使用量
その他季

休日

使用量
夏季
平日

使用量
その他季

平日

R４年４月 2,854 4,984

R４年５月 3,753 4,696

R４年６月 2,365 6,096

R４年７月 5,029 8,052

R４年８月 4,122 8,664

R４年９月 3,310 5,992

R４年１０月 2,978 4,342

R４年１１月 2,390 4,389

R４年１２月 2,887 5,341

R５年１月 4,263 6,065

R５年２月 3,112 5,787

R５年３月 2,194 5,429

合計（KWH) 12,461 26,796 22,708 47,129

年間予定使用
電力量合計（KWH) 109,094

予定契約電力
(令和５年７月契約電力)

令和４年度
最大契約電力 70 82

※令和４年度実績値を採用

電力量（KWH）



１ 件名

２ 仕様

⑴ 供給場所

⑵ 用途

⑶ 電力供給条件
ア
イ
ウ
エ
オ
カ

⑷ 契約電力及び予定使用電力量
ア

イ

ウ

⑸ 供給期間

⑹ 電力量の検針
ア
イ

⑺ 供給地点

⑻ 計量地点

⑼ 電気工作物の財産分界点

⑽ 保安上の責任分界点

⑾ その他

・発注者の求めに応じて，供給期間内における対象施設の使用電力量等を提供
すること。

114
　供給開始後の契約電力は，その１ヶ月の最大需要電力と前１１ヶ月の最大
需要電力のいずれか，大きい値により決定する。

186,326

100

あり

　なお，入札価格の算定にあたっては，力率は１００％とし，燃料費調整単価
及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基
づく賦課金は考慮しないこと。

力率 ％

令和６年４月１日から令和７年３月31日まで

自動検針装置
電力会社の検針の方法

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

交流３相３線方式
6,000Ｖ

自動検針

・力率の変動，その他の要因による電気料金の調整及び契約書に定めのないそ
の他の供給条件については，九州地区の旧一般電気事業者が定める標準供給条
件並びに選択供給条件による。

一回線受電方式
業務用電力A

九州電力（株）

60Ｈｚ

旧一般電気事業者供給時の契約種別
現在の電力需給契約者

予定契約電力 ｋＷ

ｋＷｈ予定使用電力量
（令和４年度使用実績。別紙１参照）

仕　　　様　　　書

志布志高等学校

志布志市志布志町安楽178番地

電力供給

小・中・高等学校

供給電気方式
標準電圧
標準周波数
受電方式



別紙１
志布志高等学校

予定使用電力量及び契約電力

使用量
夏季

使用量
その他季

R４年４月 10,742

R４年５月 11,821

R４年６月 15,466

R４年７月 24,782

R４年８月 20,327

R４年９月 19,432

R４年１０月 14,099

R４年１１月 10,415

R４年１２月 15,736

R５年１月 17,504

R５年２月 14,065

R５年３月 11,937

合計（KWH) 64,541 121,785

年間予定使用
電力量合計（KWH) 186,326

予定契約電力
(令和５年７月契約電力)

令和４年度
最大契約電力 115 114

※令和４年度実績値を採用

電力量（KWH）



１ 件名

２ 仕様

⑴ 供給場所

⑵ 用途

⑶ 電力供給条件
ア
イ
ウ
エ
オ
カ

⑷ 契約電力及び予定使用電力量
ア

イ

ウ

⑸ 供給期間

⑹ 電力量の検針
ア
イ

⑺ 供給地点

⑻ 計量地点

⑼ 電気工作物の財産分界点

⑽ 保安上の責任分界点

⑾ その他

・発注者の求めに応じて，供給期間内における対象施設の使用電力量等を提供
すること。

82
　供給開始後の契約電力は，その１ヶ月の最大需要電力と前１１ヶ月の最大
需要電力のいずれか，大きい値により決定する。

136,199

100

あり

　なお，入札価格の算定にあたっては，力率は１００％とし，燃料費調整単価
及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基
づく賦課金は考慮しないこと。

力率 ％

令和６年４月１日から令和７年３月31日まで

自動検針装置
電力会社の検針の方法

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

交流３相３線方式
6,000Ｖ

自動検針

・力率の変動，その他の要因による電気料金の調整及び契約書に定めのないそ
の他の供給条件については，九州地区の旧一般電気事業者が定める標準供給条
件並びに選択供給条件による。

一回線受電方式
業務用電力A

九州電力（株）

60Ｈｚ

旧一般電気事業者供給時の契約種別
現在の電力需給契約者

予定契約電力 ｋＷ

ｋＷｈ予定使用電力量
（令和４年度使用実績。別紙１参照）

仕　　　様　　　書

大口高等学校

伊佐市大口里２６７０

電力供給

小・中・高等学校

供給電気方式
標準電圧
標準周波数
受電方式



別紙１
大口高等学校

予定使用電力量及び契約電力

使用量
夏季

使用量
その他季

R４年４月 8,056

R４年５月 8,350

R４年６月 10,308

R４年７月 16,591

R４年８月 13,234

R４年９月 14,363

R４年１０月 9,613

R４年１１月 9,110

R４年１２月 12,918

R５年１月 12,995

R５年２月 10,858

R５年３月 9,803

合計（KWH) 44,188 92,011

年間予定使用
電力量合計（KWH) 136,199

予定契約電力
(令和５年７月契約電力)

令和４年度
最大契約電力 91 82

※令和４年度実績値を採用

電力量（KWH）



１ 件名

２ 仕様

⑴ 供給場所

⑵ 用途

⑶ 電力供給条件
ア
イ
ウ
エ
オ
カ

⑷ 契約電力及び予定使用電力量
ア

イ

ウ

⑸ 供給期間

⑹ 電力量の検針
ア
イ

⑺ 供給地点

⑻ 計量地点

⑼ 電気工作物の財産分界点

⑽ 保安上の責任分界点

⑾ その他

・発注者の求めに応じて，供給期間内における対象施設の使用電力量等を提供
すること。

138
　供給開始後の契約電力は，その１ヶ月の最大需要電力と前１１ヶ月の最大
需要電力のいずれか，大きい値により決定する。

286,027

100

あり

　なお，入札価格の算定にあたっては，力率は１００％とし，燃料費調整単価
及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基
づく賦課金は考慮しないこと。

力率 ％

令和６年４月１日から令和７年３月31日まで

自動検針装置
電力会社の検針の方法

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

交流３相３線方式
6,000Ｖ

自動検針

・力率の変動，その他の要因による電気料金の調整及び契約書に定めのないそ
の他の供給条件については，九州地区の旧一般電気事業者が定める標準供給条
件並びに選択供給条件による。

一回線受電方式
業務用電力A

九州電力（株）

60Ｈｚ

旧一般電気事業者供給時の契約種別
現在の電力需給契約者

予定契約電力 ｋＷ

ｋＷｈ予定使用電力量
（令和４年度使用実績。別紙１参照）

仕　　　様　　　書

鹿児島聾学校

鹿児島市下伊敷一丁目52番27号

電力供給

特別支援学校

供給電気方式
標準電圧
標準周波数
受電方式



別紙１
鹿児島聾学校

予定使用電力量及び契約電力

使用量
夏季

使用量
その他季

R４年４月 19,426

R４年５月 30,708

R４年６月 24,899

R４年７月 27,583

R４年８月 17,398

R４年９月 27,186

R４年１０月 20,832

R４年１１月 22,018

R４年１２月 25,356

R５年１月 27,869

R５年２月 22,768

R５年３月 19,984

合計（KWH) 72,167 213,860

年間予定使用
電力量合計（KWH) 286,027

予定契約電力
(令和５年７月契約電力)

令和４年度
最大契約電力 158 138

※令和４年度実績値を採用

電力量（KWH）



１ 件名

２ 仕様

⑴ 供給場所

⑵ 用途

⑶ 電力供給条件
ア
イ
ウ
エ
オ
カ

⑷ 契約電力及び予定使用電力量
ア

イ

ウ

⑸ 供給期間

⑹ 電力量の検針
ア
イ

⑺ 供給地点

⑻ 計量地点

⑼ 電気工作物の財産分界点

⑽ 保安上の責任分界点

⑾ その他

・発注者の求めに応じて，供給期間内における対象施設の使用電力量等を提供
すること。

112
　供給開始後の契約電力は，その１ヶ月の最大需要電力と前１１ヶ月の最大
需要電力のいずれか，大きい値により決定する。

168,143

100

あり

　なお，入札価格の算定にあたっては，力率は１００％とし，燃料費調整単価
及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基
づく賦課金は考慮しないこと。

力率 ％

令和６年４月１日から令和７年３月31日まで

自動検針装置
電力会社の検針の方法

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

交流３相３線方式
6,000Ｖ

自動検針

・力率の変動，その他の要因による電気料金の調整及び契約書に定めのないそ
の他の供給条件については，九州地区の旧一般電気事業者が定める標準供給条
件並びに選択供給条件による。

一回線受電方式
業務用電力A

九州電力（株）

60Ｈｚ

旧一般電気事業者供給時の契約種別
現在の電力需給契約者

予定契約電力 ｋＷ

ｋＷｈ予定使用電力量
（令和４年度使用実績。別紙１参照）

仕　　　様　　　書

南薩特別支援学校

南さつま市金峰町尾下３２６番地

電力供給

特別支援学校

供給電気方式
標準電圧
標準周波数
受電方式



別紙１
南薩特別支援学校

予定使用電力量及び契約電力

使用量
夏季

使用量
その他季

R４年４月 11,964

R４年５月 12,377

R４年６月 15,058

R４年７月 17,446

R４年８月 12,841

R４年９月 18,246

R４年１０月 12,633

R４年１１月 11,891

R４年１２月 13,882

R５年１月 15,029

R５年２月 14,124

R５年３月 12,652

合計（KWH) 48,533 119,610

年間予定使用
電力量合計（KWH) 168,143

予定契約電力
(令和５年７月契約電力)

令和４年度
最大契約電力 120 112

※令和４年度実績値を採用

電力量（KWH）



１ 件名

２ 仕様

⑴ 供給場所

⑵ 用途

⑶ 電力供給条件
ア
イ
ウ
エ
オ
カ

⑷ 契約電力及び予定使用電力量
ア

イ

ウ

⑸ 供給期間

⑹ 電力量の検針
ア
イ

⑺ 供給地点

⑻ 計量地点

⑼ 電気工作物の財産分界点

⑽ 保安上の責任分界点

⑾ その他

・発注者の求めに応じて，供給期間内における対象施設の使用電力量等を提供
すること。

90
　供給開始後の契約電力は，その１ヶ月の最大需要電力と前１１ヶ月の最大
需要電力のいずれか，大きい値により決定する。

116,110

100

あり

　なお，入札価格の算定にあたっては，力率は１００％とし，燃料費調整単価
及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基
づく賦課金は考慮しないこと。

力率 ％

令和６年４月１日から令和７年３月31日まで

自動検針装置
電力会社の検針の方法

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

交流３相３線方式
6,000Ｖ

自動検針

・力率の変動，その他の要因による電気料金の調整及び契約書に定めのないそ
の他の供給条件については，九州地区の旧一般電気事業者が定める標準供給条
件並びに選択供給条件による。

一回線受電方式
業務用季時別電力A-1

九州電力（株）

60Ｈｚ

旧一般電気事業者供給時の契約種別
現在の電力需給契約者

予定契約電力 ｋＷ

ｋＷｈ予定使用電力量
（令和４年度使用実績。別紙１参照）

仕　　　様　　　書

南薩少年自然の家

南さつま市金峰町高橋３２５２

電力供給

社会教育・研修施設

供給電気方式
標準電圧
標準周波数
受電方式



別紙１
南薩少年自然の家

予定使用電力量及び契約電力

使用量
ピーク

使用量
夏季昼間

使用量
その他季昼間

使用量
夜間

R４年４月 4,267 3,612

R４年５月 5,857 4,828

R４年６月 7,403 4,154

R４年７月 1,301 5,036 5,041

R４年８月 1,679 5,500 4,493

R４年９月 1,270 4,514 4,243

R４年１０月 5,806 4,416

R４年１１月 5,487 4,015

R４年１２月 5,119 4,318

R５年１月 4,164 4,016

R５年２月 4,253 3,487

R５年３月 4,171 3,660

合計（KWH) 4,250 15,050 46,527 50,283

年間予定使用
電力量合計（KWH) 116,110

予定契約電力
(令和５年７月契約電力)

令和４年度
最大契約電力 90 90

※令和４年度実績値を採用

電力量（KWH）



１ 件名

２ 仕様

⑴ 供給場所

⑵ 用途

⑶ 電力供給条件
ア
イ
ウ
エ
オ
カ

⑷ 契約電力及び予定使用電力量
ア

イ

ウ

⑸ 供給期間

⑹ 電力量の検針
ア
イ

⑺ 供給地点

⑻ 計量地点

⑼ 電気工作物の財産分界点

⑽ 保安上の責任分界点

⑾ その他

・発注者の求めに応じて，供給期間内における対象施設の使用電力量等を提供
すること。

173
　供給開始後の契約電力は，その１ヶ月の最大需要電力と前１１ヶ月の最大
需要電力のいずれか，大きい値により決定する。

263,809

100

あり

　なお，入札価格の算定にあたっては，力率は１００％とし，燃料費調整単価
及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基
づく賦課金は考慮しないこと。

力率 ％

令和６年４月１日から令和７年３月31日まで

自動検針装置
電力会社の検針の方法

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

交流３相３線方式
6,000Ｖ

自動検針

・力率の変動，その他の要因による電気料金の調整及び契約書に定めのないそ
の他の供給条件については，九州地区の旧一般電気事業者が定める標準供給条
件並びに選択供給条件による。

一回線受電方式
業務用電力A

九州電力（株）

60Ｈｚ

旧一般電気事業者供給時の契約種別
現在の電力需給契約者

予定契約電力 ｋＷ

ｋＷｈ予定使用電力量
（令和４年度使用実績。別紙１参照）

仕　　　様　　　書

鹿児島東高等学校

鹿児島市東坂元３丁目28-1

電力供給

小・中・高等学校

供給電気方式
標準電圧
標準周波数
受電方式



別紙１
鹿児島東高等学校

予定使用電力量及び契約電力

使用量
夏季

使用量
その他季

R４年４月 20,243

R４年５月 22,320

R４年６月 22,637

R４年７月 27,926

R４年８月 17,110

R４年９月 24,297

R４年１０月 21,685

R４年１１月 19,931

R４年１２月 24,605

R５年１月 22,508

R５年２月 21,730

R５年３月 18,817

合計（KWH) 69,333 194,476

年間予定使用
電力量合計（KWH) 263,809

予定契約電力
(令和５年７月契約電力)

令和４年度
最大契約電力 127 173

※令和４年度実績値を採用

電力量（KWH）



１ 件名

２ 仕様

⑴ 供給場所

⑵ 用途

⑶ 電力供給条件
ア
イ
ウ
エ
オ
カ

⑷ 契約電力及び予定使用電力量
ア

イ

ウ

⑸ 供給期間

⑹ 電力量の検針
ア
イ

⑺ 供給地点

⑻ 計量地点

⑼ 電気工作物の財産分界点

⑽ 保安上の責任分界点

⑾ その他

・発注者の求めに応じて，供給期間内における対象施設の使用電力量等を提供
すること。

184
　供給開始後の契約電力は，その１ヶ月の最大需要電力と前１１ヶ月の最大
需要電力のいずれか，大きい値により決定する。

386,533

100

あり

　なお，入札価格の算定にあたっては，力率は１００％とし，燃料費調整単価
及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基
づく賦課金は考慮しないこと。

力率 ％

令和６年４月１日から令和７年３月31日まで

自動検針装置
電力会社の検針の方法

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

交流３相３線方式
6,000Ｖ

自動検針

・力率の変動，その他の要因による電気料金の調整及び契約書に定めのないそ
の他の供給条件については，九州地区の旧一般電気事業者が定める標準供給条
件並びに選択供給条件による。

一回線受電方式
業務用電力A
(株)ワット

60Ｈｚ

旧一般電気事業者供給時の契約種別
現在の電力需給契約者

予定契約電力 ｋＷ

ｋＷｈ予定使用電力量
（令和４年度使用実績。別紙１参照）

仕　　　様　　　書

鹿児島盲学校

鹿児島市西谷山一丁目３番３号

電力供給

特別支援学校

供給電気方式
標準電圧
標準周波数
受電方式



別紙１
鹿児島盲学校

予定使用電力量及び契約電力

使用量
夏季

使用量
その他季

R４年４月 22,699

R４年５月 27,490

R４年６月 38,580

R４年７月 36,208

R４年８月 20,647

R４年９月 40,366

R４年１０月 30,855

R４年１１月 31,723

R４年１２月 36,903

R５年１月 38,676

R５年２月 34,234

R５年３月 28,152

合計（KWH) 97,221 289,312

年間予定使用
電力量合計（KWH) 386,533

予定契約電力
(令和５年７月契約電力)

令和４年度
最大契約電力 184 184

※令和４年度実績値を採用

電力量（KWH）



 

電気需給契約書 

 

 

１ 件 名  鹿児島県有施設その5（20施設）で使用する電気 

 

２ 契 約 期 間  令和６年４月１日から 

         令和７年３月31日まで 

 

３ 契 約 単 価  別紙契約単価明細書のとおり 

 

４ 契約保証金  免除 

 

 上記の電気の需給について，鹿児島県と           は，各々の対等な立場

における合意に基づいて，別添の条項によって公正な契約を締結し，信義に従って誠実に

これを履行するものとする。 

 この契約の証として本書２通を作成し，当事者記名押印の上，各自一通を保有する。 

 

 

 

    令和  年  月  日 

 

 

 

          （甲） 鹿児島県   

                   

              契約担当者 鹿児島市鴨池新町10番１号 

 

                                        鹿児島県知事  塩田 康一     印 

 

 

                    （乙） 住所  

   

 

 

                            氏名                     印 



（総則） 

第１条 鹿児島県（以下「甲」という。）及び        （以下「乙」という。）

 は，日本国の法令を遵守し，この契約（仕様書及び関係する供給条件等を含む。以下同

 じ。）に従い履行しなければならない。 

２ 乙は，仕様書に基づき甲が使用する電力を需要に応じて契約書記載の契約期間（以下 

 「契約期間」という。）中，甲に供給するものとし，甲は，乙に対価を支払うものとす 

 る。 

３ 乙は，この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 

４ この契約に関して甲乙間で用いる言語は，日本語とする。 

５ この契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は，日本円とする。 

６ この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は，仕様書に特別の定めがある場合 

 を除き，計量法（平成４年法律第51号）に定めるところによるものとする。 

７ この契約及び仕様書における期間の定めについては,民法（明治29年法律第89号)及び

 商法（明治32年法律第48号）に定めるところによるものとする。 

８ この契約は，日本国の法令に準拠するものとする。 

９ この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては，鹿児島地方裁判所をもって

 合意による専属的管轄裁判所とする。 

 （請求等及び協議の書面主義） 

第２条 この契約に定める請求，通知，報告，申出，承諾，解除（以下「請求等」とい

う。）は，書面により行わなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず，緊急やむを得ない事情がある場合には，甲及び乙は，前項 

 に規定する請求等を口頭で行うことができる。この場合において，甲及び乙は，既に行 

 った請求等を書面に記載し，これを相手方に交付するものとする。 

３ 甲及び乙は，この契約の他の条項の規定に基づき協議を行うときは，当該協議の内容 

 を書面に記録するものとする。 

 （権利義務の譲渡等） 

第３条 甲及び乙は，この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し，又は継承さ 

 せてはならない。ただし，あらかじめ，相手方の書面による承諾を得たとき，又は中小

 企業信用保険法（昭和25年法律第264号）第３条の４第１項に規定する流動資産担保保

 険に係る債権の譲渡を行うときはこの限りでない。 

 （使用電力量の増減） 

第４条 甲の使用電力量は，予定使用電力量を上回り，又は下回ることができる。 

 （契約電力の変更） 

第５条 契約電力500kW未満の施設について，各月の契約電力は，その１月の最大需要電

力と前11月の最大需要電力のうち，いずれか大きい値とする。 

２ 契約電力500kW以上の施設について，契約電力の変更について必要があると認めると

きは，甲乙協議して定める。この場合において，甲は，必要があると認められるとき

は，契約電力を変更しなければならない。 

３ 甲が前項の規定にかかわらず，契約電力の変更前に契約電力を超えて電気を使用した 

 場合には，超過金を支払うものとする。



 （使用電力量の計量） 

第６条 乙は，各施設の需要地を管轄する一般送配電事業者が毎月末日の24時に計量器に

 記録された値を読みとり，計量した使用電力量（前月の計量から当月の計量までの使用

 電力量をいう。）を受領し，その値を甲に通知しなければならない。 

２ 電力量料金の算定は，前項の使用電力量により行うものとする。 

 （契約単価の変更） 

第７条 契約後において乙の発電事情等に変動をきたし，契約単価を改定する必要が生じ 

 たときは，甲乙協議の上これを改定することができる。 

 （支払） 

第８条 乙は，第６条第１項の計量の通知後，当該月に係る電気料金の支払いを請求する 

 ことができる。 

２ 前項に規定する電気料金は，別紙契約単価明細書による請求金額の算定方式によるも

 のとする。（ただし１円未満の端数は切り捨てる。） 

３ 甲は，第１項の規定による請求があったときは，請求を受けた日から30日以内に電気

 料金を支払わなければならない。 

４ 甲の責めに帰すべき理由により，前項の規定による支払いが遅れた場合においては， 

 乙は，未受領金額につき，遅延日数に応じ，年2.5パーセントの割合で計算した額の遅

延利息の支払いを甲に請求することができる。 

 （甲の解除権） 

第９条 甲は，乙が次のいづれかに該当するときは，契約を解除することができる。 

    天災その他不可抗力によらないで，電力の供給をする見込みがないと認められると 

  き。 

   前号に掲げる場合のほか，この契約に違反し，その違反により契約の目的を達する 

  ことができないと認められるとき。 

   第11条第１項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 

   乙（乙が共同企業体であるときは，その構成員のいずれかの者。）が物品の購入等

  に係る競争入札参加資格審査要綱（昭和52年鹿児島県告示第166号）第２条第１項各

  号のいずれかに該当するとき。 

２ 前項の規定により契約が解除された場合においては，乙は，九州地区の旧一般電気事

 業者が定めた最終保障供給約款による料金単価により算出した未検収分の基本料金及び

 電力量料金の額から，契約単価により算出した未検収分の基本料金及び使用量料金の額

 を減じた額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額を違約金として甲の指定する期

 間内に支払わなければならない。 

３ 甲は，前項の規定による契約の解除及び違約金の徴収をしてもなお損害があるとき

は，その損害の賠償を乙に請求することができる。 

第10条 甲は，契約期間の間，前条第１項の規定によるほか必要があるときは，契約を解 

 除することができる。 

２ 甲は，前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは，その

 損害を賠償しなければならない。 

 



 （乙の解除権） 

第11条 乙は，甲が契約に違反し，合理的な期間内に違反を解消しないときは，契約を解

 除することができる。 

２ 乙は，前項の規定により契約を解除した場合において，損害があるときは，その損害 

 の賠償を甲に請求することができる。 

 （解除の効果） 

第12条 契約が解除された場合には，第１条第２項に規定する甲及び乙の義務は消滅す

る。 

２ 甲は，契約が解除された場合において，甲が既に電力の供給を受けている場合は，当 

 該供給に相応する電気料金を乙に支払わなければならない。 

３ 前項の電気料金は，甲乙協議して定める。 

 （鹿児島県会計規則等の遵守） 

第13条 乙は，この契約書に定めるもののほか，鹿児島県会計規則その他関係法令の定め

 るところに従わなければならない。 

 （規定以外の事項） 

第14条 この契約に定めのない事項については，九州地区の旧一般電気事業者の定める標

 準供給条件並びに選択供給条件による。 

２ 前項に定めのない事項については，必要に応じて甲乙協議して定める。 

３ 甲及び乙は双方の了解無く，契約内容その他この契約に関する事項について第三者に

公表してはならない。 



基　本　料　金 ③調整料金

基　本　料　金 ③調整料金

ピーク 夏季昼間 その他季昼間 夜間

基　本　料　金 ③調整料金

夏季休日 その他季休日 夏季平日 その他季平日

請求金額の算定 ＝  ｛（基本料金単価額①×力率修正率×契約電力）＋（使用電力量料金単価額②×使用電力量）-(調整料金③)

＋（燃料費調整単価（税込み）×使用電力量）＋（再エネ賦課金（税込み）×使用電力量）｝

契　約　単　価　明　細　書

（施設名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（施設名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（施設名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

使用電力量料金

契約単価額①

契約単価額②

夏季 その他季

使用電力量料金

契約単価額①

契約単価額②

使用電力量料金

契約単価額①

契約単価額②


